
告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

魅
力
あ
る
県
立
学
校
づ
く
り
の
方
針
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ハ 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ニ 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ホ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

訓
令
に
つ
い
て 

 

ヘ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

す
る
条
例
（
案
）
に
つ
い
て 

 

ト 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

チ 

公
文
書
不
開
示
決
定
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
事
案
の
決
定
に
つ
い
て 

 

リ 

そ
の
他 

 


